
ハラスメント相談センターの弁護士相談員が、
改正労働施策総合推進法（通称、パワハラ防止法）について、
指針を踏まえた解説、裁判例などを基に説明を行います。
あわせて、管理職として知っておきたい労働法について、
ハラスメント防止の観点からお話しさせていただきます。
研究室運営にも役立てていただきたい内容です。

法律を知りマネジメントに活かす

～パワハラ防止法を中心に～

2022年10月17日（月）13：00～14：30日時

東海国立大学機構の構成員（学生も受講いただけます）
および 東海セミナー会員

対象

オンライン（Zoomウェビナー）開催方法

東海国立大学機構 ハラスメント防止のための講演会

申込方法 Google Formよりお申し込みください。
https://forms.gle/yt8V5WeX4TZ2eP4CA
申込締め切り：2022年10月13日（木）

東海地区キャンパス・ハラスメント研究会
第12回 東海セミナー

https://forms.gle/yt8V5WeX4TZ2eP4CA

